
 

 

函館市西部まちぐらしデザイン室設置要綱  

 

（設置）  

第１条  函館市西部地区再整備事業を推進するため，都市建設部に函館

市西部まちぐらしデザイン室（以下「デザイン室」という。）を設置す

る。  

（所掌事務）  

第２条  デザイン室は，都市景観の形成に関すること，伝統的建造物群

保存地区の保存（当該地区の保存に関する計画の決定および変更に係

るものを除く。）に関すること，都市景観審議会に関することおよび都

市景観賞選考委員会に関することその他これらに付随する事業の推進

に関する事務を所掌する。  

（職員）  

第３条  デザイン室に室長，室次長，主査その他職員を置く。  

２  室長は，都市建設部西部地区再整備担当部次長をもって充てる。  

３  室次長は，都市建設部景観政策担当課長をもって充てる。  

４  主査は，都市建設部まちづくり景観課主査のうちから市長が指定す

る者をもって充てる。  

５  係員は，都市建設部まちづくり景観課係員のうちから市長が指定す

る者をもって充てる。  

附  則  

 この要綱は，令和元年１０月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は，令和７年４月１日から施行する。  

 

 


